
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
■□■アライパーツ NET 規 約 ■□■ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
第１条（定義） 
アライパーツ NET は、荒井商事株式会社（以下、「当社」といいます）が運⽤するＡＩ−ＮＥＴにて、ＡＩ−Ｎ
ＥＴ会員（以下、「会員」といいます）が、商品やパーツを購入できるサービスのことをいいます。 
 
第 2 条（本利⽤規約の適⽤） 
1. 本サービスの利⽤においては、会員が全てに等しく適⽤されるものとし、本利⽤規約に従い、本サービスを利

⽤するものとします。 
2. 当社が本サービスに関して、別途規約・規定を定める場合は、当該規約・規定が優先するものとします。 
3. 別途会員と当社との間の契約書等と本利⽤規約の規定の間に矛盾がある場合には、本利⽤規約が優先的に適⽤

されるものとします。 
 
第 3 条（本サービスの内容） 
1. 本利⽤規約の定めに従い、本サービスを通じて、商品の記載条件（規格、価格、使⽤上の注意事項等ですが、

これらに限りません）により購入することがでるものとします。但し、商品の性質上、会員の業務内容その
他当社所定の基準により、又は製造元もしくは当社の都合により、本商品の一部について事前の通知、予告
なく本サービスの対象から除外することができるものとします。 

2. 会員は、本利⽤規約、並びに当サイトに掲載されている利⽤上の注意事項の定めに従い、当サイト上で提供
する各種サービスを利⽤できるものとします。 

3. 当社サイトに記載の商品において見積りが必要となる商品の購入の申込（以下「発注」といいます）、その他
当社の都合により見積りが必要となる発注については、本商品の価格と出荷日は見積りによって決まるもの
とします。 

. 
第 4 条（商品の購入） 
1. 本利⽤規約の定めに従い、本サービスを通じて、商品を購入することができるものとします。 
2. 当社の定める方法により、会員が商品を発注し、当社がこれを承諾することにより、当社と会員との間に、

当該商品の売買契約が成立するものとします。 
3. 会員は発注後のキャンセル、返品、交換はできないものとします。但し、第 8 条 1 項の定めに従い、商品の

返品又は交換できることとします。 
 
第 5 条（支払い） 
1. 商品の購入代金・手数料及び消費税の決済は、当社指定の方法によるものとします。会員が個別にいずれの

方法によるかを指定するものとします。但し、当社の都合により、会員が指定した決済方法・支払条件等を
変更することがあります。また、取引の状況やその他の事情によって、前金にて支払いを依頼する場合があ
ります。 

2. 当社は、前項の支払方法毎に定められる方法により本商品の代金を請求し、会員はかかる請求金額の全額を
支払うものとします。なお、この支払いにかかる振込手数料等は全て会員の負担とします。 

 
第 6 条（本商品の出荷） 
1. 当社は、売買契約が成立した日の翌日から起算し 2 営業日以内に会員に本商品を発送するものとします。但



し、当社は、発注の本商品の種類・数量（出荷に日数を要する場合、大口発注の場合等）、発注日時等によっ
て別途出荷日を定めることができるものとします。 

2. 天候・交通渋滞・道路工事等の運送環境上の理由、本商品の出荷時期（年末年始、夏季休暇、中元歳暮時期
等）及びその他の理由により、所要日数内に納品できない場合があること、また、この場合でも当社は会員
に対して一切の責任を負わないものとします。 

 
第 7 条（受領拒否等） 
会員が本商品の受領に応じない場合、その他会員側の事情で納品ができない場合（不在の場合を含む）、当該売買
契約は解除されたとみなします。この場合、解除にかかる費⽤は、本商品相当額その他の当社の損害額全てを会
員が負担するものとします。 
 
第 8 条（本商品の検査） 
1. 会員は、本商品受領後 3 日以内に名称・型番・数量の確認、破損、変形、不具合の有無について検査を行い、

不合格品がある場合は当該期間以内に、その旨を当社に通知しなければならないものとします。また不合格
品及び不合格の原因・状況等を示した写真等を提出する必要がります。但し、当社が認めた場合はその限り
ではありません。 

2. 当社は、当該期間以内に通知を頂けない場合、本商品は会員の検査に合格したものとみなすことができるも
のとします。 

 
第 9 条（不合格の場合の措置） 
前条の検査によって本商品の全部又は一部が不合格となった場合、当社が該当商品を確認し、明らかに当社のみ
の責に帰すべき事由により生じた不具合であると判断した場合は、速やかに代品の納入を行い、又は会員の指示
に基づき、かかる本商品の不合格部分の代金を返還するものとします。 
 
第 10 条（免責） 
当社は、以下の各号に該当する事由により会員が被った損害については、一切の責任を負わないものとしま 
す。 
1. 会員が使⽤するコンピュータのハードウェア、周辺機器又はソフトウェア等の異常・不具合等に由来する損害 
2. 当社のコンピュータシステムトラブル、通信回線障害等の発生による損害 
3. 当社の判断により、会員の購入を制限している場合。 
4. 商品の在庫切れ、規格、仕様変更による商品引渡しの不能による損害 
5. 会員の操作ミス又は管理ミスによる損害 
6. ウィルス又はスパイウェア等の不正プログラムによる損害 
7. 会員ＩＤ、パスワード又はユーザーＩＤの漏洩、紛失、第三者使⽤（善意、悪意、過失問わず）等による損害 
8. 天変地異、人災、火災、その他の不可抗力に起因する損害 
9. 日本国外からＡＩ−ＮＥＴを利⽤した場合の損害 
10. その他当社の責めに帰すことのできない事由による損害 
 
第 11 条（過納品） 
当社の責に帰すべき事由により、発注数量より多い数量の本商品を納品した場合、当社に連絡の上、速やかに当
社から通知した当社宛先に返送するものとします。その場合、送料は当社負担とします。 
 



第 12 条（製品保証） 
1. 当社は、本商品に当社の責に帰すべき事由による破損、変造、欠陥等の不具合（以下「不具合等」といいま

す）が認められる場合、不具合等を書面による通知を頂くことを条件として商品毎に定める保証規定に従い、
本商品の修理又は交換（以下「本保証」といいます）を行います。この場合、当社は、当該本商品の製造元
に修理を依頼することができるものとします。 

2. 以下の各号に該当する場合は、保証期間内であっても本保証の対象外とします。 
(1)本来の⽤途以外の使⽤による不具合等 

 （2）会員の取り扱い上の不注意・誤りによる不具合等 
 （3）天災地変（地震・火災・洪水を含みますが、これらに限りません）による不具合等 
 （4）会員自身による加工、修理、改造、分解による不具合等 
 （5）他の機材に起因する不具合等 
 （6）日本国外での使⽤による不具合等 
 （7）未経験や想定外の使⽤目的や使⽤方法による不具合等 
（8）その他当社において当社が修理・交換を認めない旨定める場合  

 
第 13 条（支払遅延損害金） 
会員が当社に対して有する債務の支払いを怠ったときは、年 14.6% の割合（ 1 年を 365 日とする日割換算）
による遅延損害金を支払うものとします。 
 
第 14 条（会員情報の取扱い） 
1. 当社は、規約に基づいて知り得た会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、電子メールアドレス、携帯

電話番号、携帯メールアドレス、取引履歴その他の情報について、本取引の成就を目的とし、業務委託先・
提携先等の第三者に提供することができる。 

2. 前項の情報のうち個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、
会員はこれを承諾する。 

 
第 15 条（消費者関連規定の不適⽤） 
当サイトでの取引は業者間取引となる為、割賦販売法、消費者契約法、消費生活⽤製品安全法、家庭⽤品品質表
示法その他の法令に定めるクーリング・オフ制度、その他消費者保護に関する規定は適⽤されません。 
 
第１６条（規約の改定） 
当社は、本規約の改定を必要と認めた場合は、随時任意にこれを改定することができるものとし、この場合、改
定した内容をＡＩ−ＮＥＴ上において開示します。改定後の規約についてはその適⽤開始日以降の取引に適⽤さ
れるものとし、それより前の取引については従前の規約が適⽤されます。 
 
第１７条（紛争の処理） 
本利⽤規約に定めのない事項に関しては、本利⽤規約の趣旨に鑑み、協議の上その取扱いを決定致します 
 
第１８条（管轄合意） 
本契約に伴う紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 19 条（施行） 



本規約は令和 3 年 2 月 1 日から施行します。 
 
 



アート商材に関する特約  

第 1 条（適用範囲） 

本特約は、アライパーツ NET 規約（以下「原規約」といいます。）に基づく取引のうち、購入対象が当社

の指定するアート商材（以下「アート商材」といいます。）である取引に適用されるものとします。 

第 2 条（優先関係） 

本特約の定めは、原規約の定めに優先して適用されるものとします。 

第 3 条（取引条件） 

1. アート商材の購入にあたっては、商品代金のほかに購入手数料 20,000 円（税別）が発生するものとし

ます。 

2. アート商材の送料は購入者の負担とし、その内容は購入画面に明示されるものとします。 

第 4 条（支払及び発送） 

1. 当社は、購入者から商品代金の入金確認後、7 日以内に出品者へ商品代金を支払うものとします。 

2. 出品者への支払いは、商品代金から成約手数料 20,000 円（税別）を控除した金額とします。 

3. 購入者が当社に対し、当社の定める期限までに商品代金を支払わないときは、当社は、当該商品代金に

かかる売買契約が成立しなかったものとみなすことができるものとします。 

4. アート商材は、当社が出品者に対して前項の支払いを行った後、出品者が当該支払日から 7 日以内に、

当社指定の方法により発送するものとします。なお、当社は、出品者が発送を怠ったとしても何らの責

任も負わないものとします。 

第 5 条（商品の性質） 

1. アート商材は、その性質上、現状有姿で販売されるものとします。 

2. アート商材は一点物であり、代替品の提供は行われないものとします。 

3. 経年変化、個体差、評価の相違等については、あらかじめ了承の上で取引されるものとします。 



第 6 条（クレーム及び責任） 

1. アート商材の取引は、現状有姿かつノークレーム（契約不適合責任無し、錯誤取消無し、製品保証無

し、等）・ノーリターン（返品不可）を原則とします。但し、商品説明と著しく異なると当社が認めた

場合、その他当社が合理的に必要と認めた場合にはこの限りではありません。 

2. クレーム対応に関する最終的な判断は当社が行うものとします。 

3. 当社がクレームを認めた場合におけるアート商材に関する責任は出品者が負うものとします。 

第 7 条（輸送） 

1. アート商材の輸送は、当社が指定する方法により行うものとします。 

2. 当社は、輸送にあたり中継地を経由する方法を採用することができるものとします。 

3. アート商材の滅失、毀損その他の危険は、出品者が当社指定の輸送会社へ引渡した時点で購入者に移転

するものとします。 

4. 当社は、アート商材の輸送に関して何らの責任も負わないものとします。 

第 8 条（直接取引の禁止） 

1. 出品者及び購入者は、当社を介さず、直接連絡、交渉または取引を行ってはならないものとします。 

2. 出品者は、購入者から直接連絡を受けた場合であっても、これに応じてはならないものとします。 

3. 前２項のいずれかに違反した場合、当社は、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものと

し、併せて当該取引の停止、会員資格の停止または取消、その他当社が合理的に必要と認める措置を講

ずることができるものとします。 

第 9 条（売主の地位） 

当社は、アート商材の取引において、販売の場を提供する立場にあり、売買契約上の売主としての責任を負

わないものとします。商品の売主としての責任は出品者が負うものとします。 

第 10 条（購入画面表示） 

本特約の内容は、購入画面上に表示され、購入者はこれに同意した上で購入するものとします。 

 

本特約は、令和 8 年 7 月 1 日から施行します。 


